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Ⅰ．導入

　近年、企業の税負担削減行動による課税逃れが

社会的な問題となっている。租税は国家財政の根

幹をなすものであるから、税負担削減行動の蔓延

は国家の存亡にも関わる。実際、多国籍企業に対

する課税は各国の課税当局同士の課税権の争いに

なっている。そのような状況の中で、会計の観点

から企業の税負担削減行動を分析する研究がなさ

れている。

　企業の税負担を低減させる行動は 3 種類に分類

される。一般に認められた範囲で税務行動を選択

し、合法的な手段で税負担を低減させる「節税」

行動、節税と脱税の中間的な行動として、法規制

には抵触していないものの、通常の経済人の行動

からは逸脱した税務行動を選択し、税負担を不当

に減少又は排除する「租税回避」行動、そして、

違法的な手段で税負担を不当に減少又は排除する

「脱税」行動である。しかし、節税か租税回避か、

あるいは脱税か租税回避か、というのは実際非常

に曖昧で、現状では明確に区分することが難しい。

　そこで本稿では、企業の税負担を低減させる行

動について、3 つの行動を包含した「税負担削減

行動（Tax Aggressiveness）」として捉える。すな

わち、税負担削減行動研究においてよく引用され

ている Chen et al.（2010）の定義と同様に、税負

担削減行動を、合法な行動、違法な行動と同様に、

グレー領域に入る行動も含めた、タックス・プラ

ンニングを通じて課税所得を減少させる行動とし

て捉えることとする。

　税負担削減行動の研究は、例えば Dyreng（2008）

がアメリカの企業を対象に、奥田・山下（2011）

が日本の上場・大企業を対象に行っている。しか

し、これらは上場企業に限られており、中小企業

を中心とする非上場企業に対するこの種の研究は

未だなされていない。非上場企業は日本の企業の

大半を占めており、その影響は非常に大きい。そ

こで、本稿では日本の非上場企業の税負担削減行

動がどのように現れるか検証する。そのため、第

1 に、税負担削減行動の水準を見るため税率の分

布を検証し、第 2 に、税負担削減行動の決定要因

の調査を行う。

　第 1 の検証の結果、繰越欠損金が税率分布に大

きな影響を与えていることが判明した。また、中

小法人に対する優遇税制によって、税率分布は中

小法人と大法人の間で大きな差異が見られること

がわかった。そして、第 2 の調査では、先行研究

と異なり、規模要因は、中小法人において必ずし

も税負担削減行動とは負の関係にならないことが

判明した。また、資金繰り要因については、中小

法人において税負担削減行動との間で有意性が確

認された。

　以下、Ⅱ．では、税負担削減行動に関する先行

研究の概要を提示する。次にⅢ．でリサーチ・デ

ザインと分析に使用する説明変数について述べ、

Ⅳ．でサンプルの選択について述べる。その後、Ⅴ．
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では重回帰分析に入る前段階として、税率の分布

を確認し、非上場企業における特徴について検証

する。そしてⅥ．で重回帰分析による検証を行い、

税負担削減行動の決定要因を明らかにする。最後

のⅦ．では本稿の結論と限界、そして今後の課題

について述べる。

Ⅱ．先行研究

1．税負担削減行動研究の概観

　税負担削減行動に関する実証研究は幅広い領域

で積み重ねられてきており、その裾野は広がって

いる。税負担削減行動と株式所有構造や経営者特

性といった企業の所有と経営に関連した研究、あ

るいは、利益調整や会計発生高といった会計領域

でも取り上げられている分野と税負担削減行動の

関係を調査した研究、また、近年では税負担削減

行 動 と 企 業 の 社 会 的 責 任（Corporate Social 
Responsibility：以下「CSR」とする）との関係に

着目した研究や、税負担削減行動と外部監査や不

正との関係を分析した研究も行われている。そし

て、これらの税負担削減行動の水準をいかにして

測定するかという研究も行われている。以下、順

番に取り上げる。

　まず、税負担削減行動と株式所有構造に着目し

た研究である。Chen et al.（2010）の研究では、

財閥一族によって支配あるいは運営されている企

業は通常の企業に比べて税負担削減行動が少ない

ことを指摘している。これは、租税回避行動に手

を付けた後に税務調査が入った場合、これに対し

て課されるペナルティや評判の低下という税以外

のコストを同族オーナーが避けようとするためで

ある。Badertscher et al.（2013）は、所有と経営が

一致している企業においては、経営者が企業に重

要なコストを課しうる租税回避行動を避けるため、

所有と経営の分離が進んだ企業に比べて、税負担

削減行動を抑制していることを指摘している。山

下他（2011）は、2006 年に申告所得公示制度が

廃止されて以降、日本において税負担削減行動が

増加していることを指摘した。また、役員持株比

率の増加に伴い税負担削減行動が抑制され、外国

人持分比率の増加に伴い税負担削減行動が促進さ

れることを明らかにしている。

　経営者が企業の実効税率に与える影響を調査し

た Dyreng et al.（2010）の研究では、複数の企業

に在籍した経営者について、その移動を追跡した

データセットを構築した上で、第 1 及び第 4 分位

間の実効税率は約 11％変動し、経営者は企業の

税負担削減行動に重要な決定を行っていることを

明らかにした。大沼（2012）は、経営者の税負担

削減行動と経営者報酬の関係を調査し、税負担削

減行動は経営者報酬の増加に繋がることを指摘し

た。企業は、高リスクではあるものの税金支払額

を減少させるために、税負担削減行動に取り組む

経営者を評価していることを示唆している。また、

多くの企業において利益連動型報酬が導入されて

いることも税負担削減行動と関係していると推測

される。

　次に、税負担削減行動と利益調整との関係を調

査した研究である。本来、経営者が利益調整を行っ

て利益を減少させると、税率を計算する際の分母

が小さくなり税率が高くなるため、税負担削減行

動と利益調整行動はトレード・オフの関係にある

と考えられてきた。しかし、Frank et al.（2009）は、

会計・税務処理間の不整合に伴うコストが存在す

るために、税負担削減行動と利益調整と間に正の

関係があることを発見した。

　Lanis and Richardson（2012）の研究では、企業

の CSR 活動と税負担削減行動の関係を調査した。

より高いレベルの CSR 開示を行っている企業は、

税負担削減行動が抑制されていることを発見して

いる。これは、社会的責任の大きい企業は税負担

削減行動を抑制することを示唆している。労働組

合と税負担削減行動の関係を調査した研究もある。

Chyz et al.（2013）は、企業の税負担削減行動と

組合の力には負の関係があり、労働組合の選挙勝

利後は税負担削減行動が減少することを指摘した。

　監査や不正と税負担削減行動の関係を調査した

研究もある。McGuire et al.（2012）が監査法人の

税務に関する知識及び経験がクライアントの税負

担削減行動に影響を及ぼしているかについて調査

し、税務のエキスパートである監査法人から税務

サービスを受けている企業は、より大きな税負担

削減行動を行っていることを発見した。また、監
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査法人の監査と税務の結合された総体的な知識及

び経験は、概ね大きな税負担削減行動に関連づけ

られることも発見した。Lennox et al.（2013）は、

税負担削減行動と会計不正の関係を調べ、税負担

削減行動に積極的に取り組んでいるアメリカの公

開会社は、一般的に会計不正を犯していないとい

うことを指摘している。

2．税負担削減行動の測定指標

　上記の研究を行うに際して、税負担削減行動を

如何にして測定するかが問題である。その 1 つの

測定指標として税率指標がある。Dyreng et al.
（2008）は、税負担削減行動を測定する税率指標

として税金支払額（Cash Tax Paid）を税引前利益

で除した Cash Effective Tax Rate（以下、「キャッ

シュETR」とする）を提唱し、アメリカの単年度、

5 年及び 10 年累積データを用いて税負担削減行

動を観察している。アメリカにおける税率分布は、

1 年分布においてキャッシュETR が 0％付近の企

業の分布が最も多く、5 年、10 年と長期になるに

従って分布の中心が税率の高い方へ移動する傾向

が見られた。

　我が国においても奥田・山下（2011）が、日本

の有価証券報告書企業を対象に同様の実証研究を

行っている。その際、日本企業の実態に合わせて、

分子の法人税等調整額の影響を除いたカレント実

効税率（Current Effective Tax Rate：以下「カレン

ト ETR」とする）で分析を行っている。その結果、

税率の分布は短期よりも長期の税率の方が低い傾

向があることが分かった。アメリカと比較すると、

短期的にも長期的にも法定実効税率との差異は小

さいことが分かった。また 5 年累積データを用い

た長期カレント ETR の分析では、税負担削減行

動の水準に企業特性、制度特性、産業特性が影響

を与えていることを発見した。

Ⅲ．リサーチ・デザイン

1．法人税等の計算構造と税率の乖離

　本稿は、Dyreng et al.（2008）、奥田・山下（2011）

の先行研究を踏まえて、非上場企業における税負

担削減行動を観察することが目的である。よって、

税負担削減行動を測定する指標についても税率指

標を採用する。税負担削減行動を観察するにあた

り、何故企業により税率が異なるのかを確認する。

つまり、損益計算書の法人税等（法人税・住民税・

事業税＋法人税等調整額）を税引前利益で除して

計 算 さ れ る 会 計 上 の 実 効 税 率（Effective Tax 
Rate：ETR、以下「ETR」とする）が、法定実効

税率（例えば東京都の 2013 年 3 月決算法人で

38.01%）と乖離する原因についても確認してお

く必要がある。以下ではこれらについて、法人税

等の計算構造を基に述べる。

　表 1 に示すように、法人税は会計上の税引後当

期純利益を始点として、会計上の収益及び費用と、

税務上の益金及び損金が乖離する項目を加算及び

表 1　法人税の計算構造

計算過程
ETR を法定実効税率と
乖離させる主な項目

ETR へ の
影響

税引後当期純利益

　加算
交際費等の損金不算入
寄付金等の損金不算入

上昇

　減算 受取配当等の益金不算入 下降

課税所得

法人税額（課税所得×税率）

　法人税額の特別控除
試験研究費の特別控除

特定機械装置等の特別控除
下降

差引法人税
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減算して課税所得を算出し、これに法人税率を掛

け合わせて算出される。この加算及び減算項目の

うち、減価償却超過額のような会計と税務の認識

の乖離がやがて解消するような一時差異について

は、税効果会計の適用により法人税等調整額で調

整されるため、ETR と法定実効税率に乖離が生

じることはない。しかし、交際費のように会計と

税務の差異が永久に解消されない永久差異が生じ

ると、税率に乖離が生じる。ETR を上昇させる

永久差異項目としては、損金不算入の交際費や寄

付金が挙げられ、会計上の実効税率を下降させる

永久差異項目としては、益金不算入の受取配当金

が挙げられる。

　また、税率に関係なく税額を直接増加及び減少

させる項目も存在する。例えば試験研究費のうち、

一定割合（10% 程度）の金額を法人税額から直

接控除できる試験研究費の特別控除制度等が挙げ

られる。これらの控除を適用した企業の ETR は

下降する。また、住民税均等割のように所得の有

無に関わらず資本金等の額によって毎年固定的に

課される税金があり、これは ETR を上昇させる

要因となっている。

　さらに、評価性引当額の増減も税率を乖離させ

る要因となる。企業は繰延税金資産の回収可能性

の評価を行い、一部または全部の回収が見込まれ

ないと判断した場合、その部分を評価性引当額と

して繰延税金資産を取り崩す処理を行う。この際、

取り崩された繰延税金資産の額に見合って法人税

等調整額が変動することになる。したがって、法

人税等の額が増加し、ETR が上昇することとなる。

このように、ETR と法定実効税率が乖離する様々

な原因が存在するため、企業によって税率は異な

ることとなる。

　最後に、税率を考察するにあたっては、税制上

の取り扱いの差異を考慮する必要がある。法人税

法上、資本金 1 億円以下の企業は「中小法人」、

資本金 1 億円超の企業は「大法人」とされる。表

2 に示すように、中小法人に対しては、大法人と

比して様々な優遇措置が設けられている。また中

小法人では、軽減税率や住民税均等割の減少といっ

た項目が存在するため、全体として大法人と比し

て ETR が小さい傾向になることが推測される。

2．税率指標

一般に、税額を税引前利益で除して算定される税

率は、低ければ低いほど税負担削減行動の水準が

高いとされる。税率指標はいくつか存在するため、

先行研究で使用された指標も取り上げて、採用す

表 2　中小法人に対する主な税制上の優遇措置

【資本金 1 億円以下】
［法人税］
　・課税所得 800 万円以下に対して軽減税率適用
　・交際費の一定額損金算入
　・少額減価償却資産（30 万円未満）の一括損金算入（年 300 万円まで）
　・留保金課税対象外
　・欠損金の繰越控除の繰越額に制限無し（大法人は 80% に制限）
　・欠損金の繰戻還付
［地方税］
　・法人事業税の外形標準課税対象外
　・住民税均等割減少
［税務調査］
　・所轄が国税局から各税務署へ

【資本金 3,000 万円以下】
　・中小企業者等が機械を取得した場合の特別償却又は税額控除（特定機械装置等の特別控除）

【資本金 1,000 万円以下】
　・住民税均等割減少
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る指標について考察する。

(1)　キ ャ ッ シ ュ 実 効 税 率（Cash Effective Tax 

Rate：キャッシュETR）

キャッシュETR ＝ 
法人税等支払額

税引前利益

　キャッシュETR は、分子にキャッシュ・ベー

スの数値である法人税等支払額を用いた実効税率

である。Dyreng（2008）等もこの税率を採用して

いる。ETR は法人税等調整額を加味しているため、

一時差異の影響を取り除いているという問題があっ

た。一方、法人税等支払額には一時差異の影響も

含まれているため、一時差異及び永久差異を生じ

させるような税負担削減行動を反映している。ま

た、アメリカは予定納税を行うため、基本的に法

人税等支払額は税引前利益に対応している。しか

し、この指標は日本に適用するには大きな問題点

がある。

　日本では予定申告を行わず、事業年度開始後 6ヶ

月を経過した日から 2ヶ月以内に前年度の法人税

額を基準に中間申告を行い、事業年度終了後 2ヶ

月以内に、当期の法人税額を計算して作成した確

定申告書を提出し納付を行う。一般的に、法人税

等支払額には前期の確定税額から前期の中間申告

分を控除した部分と、当期の中間申告で支払った

部分が混在することになる。したがって、日本に

おいては法人税等支払額と税引前利益は期間的に

完全に対応していないといえる（奥田・山下 
2011）。

(2)　カ レ ン ト 実 効 税 率（Current Effective Tax 

Rate：カレント ETR）

カレント ETR ＝ 
法人税・住民税・事業税

税引前利益

　キャッシュETR の期間対応の問題を解決する

ため、奥田・山下（2011）では、分子に法人税・

住民税・事業税を採ったカレント実効税率を採用

している。この指標によると分母と分子は期間的

に対応しており日本企業の分析には望ましい。ま

た法人税等調整額を加味していないため、一時差

異の影響を反映しており ETR に比して有用である。

しかし、本稿が取り上げる非上場企業はデータが

上場企業に比して極めて限定されており法人税等

調整額のデータを入手できないため、ETR によ

る検証しか行いえない。

(3)　実効税率（Effective Tax Rate：ETR）

ETR ＝ 
（法人税・住民税・事業税＋法人税等調整額）

税引前利益 
　既に述べたが、会計上の実効税率である。ETR
の特徴は数値データが容易に入手可能であること

と、永久差異を生じさせる税負担削減行動を反映

していることである。問題点は、分子に法人税等

調整額があり一時差異の影響を取り除いているこ

とから、税の繰延をもたらすような税負担削減行

動が反映されていないことである。

　しかし非上場企業のサンプルのほとんどは資本

金 1 億円以下の中小法人であり、上場企業のサン

プルに比して税効果会計を適用する企業は相当限

られている。よって法人税等調整額の発生による

影響も限定されるのではないかと考える。したがっ

て本稿で扱う税率は (3) の ETR を用いる。

(4)　長期 ETR

長期 ETR ＝ 
Σ（法人税・住民税・事業税＋法人税等調整額）

Σ税引前利益

　今まで挙げられてきた税率はいずれも単年度の

税率である。したがって、長期に渡る税負担削減

行動を測ることができない。そこで Dyreng et 
al.（2008）では、5 年及び 10 年の累積データを

用いた長期キャッシュETR を開発して税負担削

減行動を測定した。分母および分子は共に年数で

合計している。奥田・山下（2011）では長期カレ

ント ETR を用いている。本稿では ETR を累積し

た長期 ETR による測定をⅤ．及びⅥ．で行う。

本節で述べた税率指標を次の表 3 にまとめている。

3．仮説の設定及びモデルの提示

　奥田・山下（2011）では、税負担削減行動の決

定要因を調査するため、企業特性、制度特性、産
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業特性の 3 つの観点から説明変数を提示し、重回

帰分析を行っている。本稿においては、データ入

手の困難性から企業特性の観点からの分析のみを

行う。企業特性からの分析には、規模、収益性及

び成長性、負債比率、資金繰りの 4 つの説明変数

を取り上げる。

　まず、規模が大きければ大きいほど、経理部や

法務部への投資が可能となり、税負担削減行動が

行われやすいと思われる。すなわち ETR とは負

の相関になる。規模を表す変数として売上高（自

然対数値）を用いる。自然対数値を用いる理由は

元々の売上高の歪度が 51.9 もあり、これを低減

させて重回帰分析の精度を高めるためである。そ

こで税負担削減行動に規模が与える影響を確認す

るため、以下の仮説が設定される。

　仮説 1：規模が大きくなればなるほど、税負担

削減行動を促進する。

　次に、収益性や成長性が高いということは、そ

れだけより多様な投資機会に恵まれているという

ことである。例えば試験研究費のうち一定額を法

人税額から控除できる研究開発税制（租税特別措

置法第 42 条の 4）の適用を受けたり、中小企業

者等が機械等を取得した場合に、特別償却もしく

は法人税額の税額控除（租税特別措置法第 42 条

の 6）の適用が受けられる投資をして税負担を削

減する行動ができる。収益性や成長性と ETR は

負の相関がある。収益性や成長性の高い企業はそ

れだけの投資ができる余裕があるといえる。収益

性の説明変数として、奥田・山下（2011）では事

業利益／総資産を用いていた。しかし、事業利益

は入手不能であるので、営業利益に営業外収益を

加えたものを分子に代用する。成長性の変数とし

て売上高の成長率を用いる。そこで税負担削減行

動に収益性や成長性が与える影響を確認するため、

以下の仮説が設定される。

　仮説 2：収益性や成長性が高い企業ほど、税負

担削減行動を促進する。

　そして負債比率が高い企業は、それだけ多くの

支払利息を損金算入させることができるため、負

債の節税効果が期待できる。このような企業にお

いては、わざわざ他の税負担削減行動を行う必要

性が乏しいと考えられる。したがって負債比率と

ETR には正の相関があるといえる。負債比率は

負債／総資産を用いる。そこで税負担削減行動に

負債比率が与える影響を確認するため、以下の仮

説が設定される。

　仮説 3：負債比率が高い企業ほど、税負担削減

行動を抑制する。

　さらには先行研究では取り上げられていないが、

本稿では資金繰りと ETR の関係について観察し

たい。非上場企業は、上場企業に比して信用力に

欠け、資金調達能力が乏しいといえる。会社の成

長のためには売上高を伸ばすことが重要であるに

もかかわらず、実務においては、時によって、資

金繰りをいかに上手く行うかというのが重要とな

る。資金繰りは企業規模に問わず重要であるが、

信用力に欠ける非上場企業にとっては、より重要

になってくる。よって資金が少ないときは税負担

削減行動に走りやすいと考えられる。すなわち資

金繰りと ETR は正の相関があるといえる。資金

表 3　税率指標

税　率　指　標
現金主義 発　生　主　義

長　期　指　標
法人税等支払額 法人税・住民税・事業税 法人税等調整額

キャッシュETR ○ － － ○

カレント ETR － ○ － ○

ETR － ● ● ●

　○：該当する項目　●：本稿で用いる項目
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繰りの変数としては運転資金（流動資産－流動負

債）を総資産で除したものを用いる。そこで税負

担削減行動に資金繰りが与える影響を確認するた

め、以下の仮説が設定される。

　仮説 4：資金繰りに余裕のある企業ほど、税負

担削減行動を抑制する。

　最後に、Ⅲ．で取り上げたように、大法人と中

小法人の差異にも注目する。税制上の取り扱いの

違いによって、大法人と中小法人の実証結果に差

異をもたらす可能性がある。そこで以下の仮説が

設定される。

　仮説 5：大法人と中小法人では、実証結果が異

なる。

　以上の仮説を検証するために用いる分析モデル

は次のように提示される。誤差項ε i は、N(0, 12)
に従う確率変数である。

　ETR i ＝α0 ＋β1 売上高自然対数i ＋β2 売上高

成長率i ＋β3 総資産事業利益率i+ β4 負

債比率i ＋β5 運転資金 i ＋εi

Ⅳ．サンプルの選択

　本稿では非上場企業の1年（2009年）、5年（2009
～2013 年）及び 10 年（2004～2013 年）のデータ

を用いて、単年 ETR 及び長期 ETR の分布の比較

を行う。Bureau van Dijk の Orbis を用いて、日本

の非上場企業の中から、2004～2013 年の 10 年連

続で分析に必要なデータが全て揃っている 26,020
社のデータを入手した。奥田・山下（2011）では、

日本においては会計ビッグバンや税制改正の影響

を受けてしまうので意味が無いとして、10 年デー

タによる検討は行っていない。本稿では奥田・山

下（2011）との比較を重視するため、5 年データ

を基準にデータの絞り込みを行った。なお、ETR
の分布の確認においては 10 年データの検証も行う。

奥田・山下（2011）に従い、5年間（2009～2013年）

において決算期変更を行っていない企業 25,479
社を選択した。その中から、2009～2013 年かつ、

2004～2008 年の税引前利益合計が正となる企業

を選択し、繰越欠損金が実質的に存在していない

という条件を満たす企業 15,628 社に絞りこんだ。

奥田・山下（2011）は連結データだが、本稿では

入手可能な単体データを用いている。また、異常

値の処理として、上下 3％の異常値を取り除く方

法を採用し、最終サンプル 14,690 社を得た。サ

ンプルの選択過程を表 4 に示している。

Ⅴ．ETR 分布による税負担削減行動の検証

1．全体企業の ETR 分布

　本節では、ETR の分布によって企業の税負担

削減行動を検証する。まず、実質的な繰越欠損金

の影響も含んだ分布を見るため、決算期変更の無

い企業のみを選択し、1 年、5 年、10 年の分布を

図 1 に示した。その結果、3 種類の分布それぞれ

表 4　サンプルの選択

選　択　過　程 社　数 対　応

原始サンプル 26,020

2009～2013 年において決算期変更を行っていない会社を選択
25,479

（23,951）
図 1

2009～2013 年、かつ、2004～2008 年の税引前利益合計が正となる企業を選択
15,628

（14,690）
図 2

上記 14,690 社のうち、中小法人を抽出 （13,932） 図 3

上記 14,690 社のうち、大法人を抽出 （758） 図 4

　5 年データを基準に絞り込んでいる。（　）内は上下 3% の異常値を取り除いた値
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の 0％付近と 40％付近に大きな集団が見られた。

このことからサンプルの中に 2 種類の集団が存在

している可能性が考えられ、分析に悪影響を及ぼ

すため、正規分布に近づける処理を行う。

　0％付近の集団は繰越欠損金の影響によりほと

んど税金を納めていないか、あるいは還付を受け

ているものと推測される。税務上欠損金が生じた

場合、繰り越して翌期以降の課税所得と相殺させ

て課税所得を減額し、税負担を軽減させることが

認められている。繰越欠損金とは、この繰り越さ

れる欠損金のことで、2008 年 3 月 31 日までに開

始する事業年度においては 7 年間 2008 年 4 月 1
日以後開始する事業年度においては 9 年間繰り越

すことができる（法人税法第 57 条：欠損金の繰

越控除）。

　実質的な繰越欠損金の影響を排除するため、5
年データを基準に、2004～2008 年かつ 2009～

2013 年の税引前利益合計が正の企業を選択し、

再び単回帰分析を行った。この結果は図 2 に示さ

れている。実質的な繰越欠損金の影響を取り除く

と、1 年分布においては 0％付近になお一定数の

集団が存在するが、5 年及び 10 年分布になれば

0% 付近の集団は消え、40％付近が一番多い集団

となっている。奥田・山下（2011）では分布が 1
年よりも 5 年のほうが左によっていた、つまり税

率が低かったのとは対照的である。

　むしろ Dyreng（2008）に整合する結果となっ

ている。日本の非公開企業は、長期より短期で税

金を低減させる税制を駆使していることが推測さ

れる。すなわち税法を重視した会計処理を行って

いる証左といえる。その一方で、日本の上場企業

の分布は短期より長期的観点から税負担削減行動

を行い、上場企業が税法基準よりも会計基準を重

視していることの現れではないかと考えられる。

2．大法人及び中小法人の ETR 分布

　ここで、資本金の水準が分布にどのような影響

を及ぼすかを観察する。既に述べたように資本金

が 1 億円を超えるか否かで税制上の優遇措置に大

きな差異がある。そこで、資本金 1 億円以下の中

小法人と 1 億円超の大法人に分けた分布を示した

のが、図 3 及び図 4 である。

　1 年分布において中小法人と大法人の分布に違

いが観察される。0％付近の集団を見ると、図 3
の中小法人の分布では、相変わらず相当数の企業

が残っているのに対し、図 4 の大法人の分布では

図 1　繰越欠損金の影響排除前の ETR 分布

1 年（2009 年）
［23,948 社］

5 年（2009～2013 年）
［23,951 社］

10 年（2004～2013 年）
［23,951 社］
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図 2　繰越欠損金の影響排除後の ETR 分布

1 年（2009 年）
［14,689 社］

5 年（2009～2013 年）
［14,690 社］

10 年（2004～2013 年）
［14,690 社］
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んど変わらなかった。やはり資本金 1 億円以下か

否かが、1 年における税負担削減の効果に大きく

影響を及ぼしているといえる。

Ⅵ．税負担削減行動の決定要因の分析

　表 5 は各説明変数の基本統計量を示している。

相当少なくなっている。表 2 で示した税制上の優

遇措置は軽減税率や交際費損金算入、住民税均等

割の減少等、1 年ごとに税金低減効果が現れるも

のが多い。すなわち図 3 及び図 4 の結果は中小法

人が表 2 の優遇措置を受けている証拠であるとい

える。なお、資本金 3,000 万円、1,000 万円の区

分で分布を確認したが、図 3 の分布の形状とほと

図 3　中小法人（資本金 1 億円以下）の ETR 分布

1 年（2009 年）
［13,964 社］

5 年（2009～2013 年）
［13,932 社］

10 年（2004～2013 年）
［13,937 社］

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

0 4. 0 6.0 2. 0 8. 1 0. 1 2. 1 4.
0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

0 0. 0 2. 0 4. 0 6. 0 8.
0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

0 3. 0 4.0 2. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8.

図 4　大法人（資本金 1 億円超）

1 年（2009 年）
［725 社］

5 年（2009～2013 年）
［758 社］

10 年（2004～2013 年）
［753 社］
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表 5　基本統計量

変　　 数 平均値 標準偏差 最大値 中央値 最小値

売 上 高 自 然 対 数
売 上 高 成 長 率
総資産事業利益率
負 債 比 率
運 転 資 金

15.630
0.108
0.445
0.607
0.260

1.265
0.288
0.027
0.210
0.181

22.653
1.084
0.136
0.946
0.677

15.575
0.067
0.038
0.636
0.251

11.238
-0.433
0.007
0.147

-0.109

表 6　相関係数

ETR 売上高自然対数 売上高成長率 総資産事業利益率 負債比率 運転資金

E T R
売 上 高 自 然 対 数
売 上 高 成 長 率
総資産事業利益率
負 債 比 率
運 転 資 金

1.000
0.101

-0.053
-0.108
0.113

-0.052 

1.000
0.007
0.091
0.085

-0.190 

1.000
0.128
0.089

-0.041 

1.000
-0.161
0.132 

1.000
-0.485 1.000
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また表 6 には各変数間の相関係数を示している。

各説明変数間の多重共線性の問題を確かめるため、

VIF（Variance Inflation Factors）テストを実施した。

結果はいずれの変数も 1.4 を下回っていたので、

多重共線性の影響は少ないと考えられる。税負担

削減行動の決定要因を調査するために行った重回

帰分析の結果は、表 7 から表 9 に示している。表

7 は全体を用いた結果であり、表 8 は中小法人、

表 9 は大法人の結果である。いずれの結果も不均

一分散に対処するため、Whiteの検定を行っている。

1．全体企業

　まず、全体企業の結果（表 7）を見ると、規模

を示す売上高以外の説明変数については予測通り

の符号となった。ETR と収益性及び成長性は負

の関係にあり、0.1% 水準で有意であった。これは、

税額控除や特別償却のような税制上の恩典を受け

られるような投資を実行できる企業は、税負担を

削減するという予測と一致している。また、ETR
と負債比率についても正の関係が確認でき、0.1%
水準で有意であった。これは、負債が多い企業ほ

ど税負担削減行動は減少するという予測と整合す

る。ETR と資金繰りについても正の関係が見られ、

1% 水準で有意であった。これは、資金が多けれ

ば税負担削減行動は抑制され、少なければ税負担

削減行動に従事する可能性を示唆している。

2．大法人及び中小法人

　資本金 1 億円以下の中小法人と資本金 1 億円超

の大法人に区分して、重回帰分析を行った結果を

見ると、ETR と売上高の関係は、中小法人では

0.1% 水準で有意な正の関係となり（表 8）、大法

人では 5% 水準で有意な負の関係となった（表 9）。

大法人の結果は、上場企業を対象に行った奥田・

山下（2011）の結果と整合的であり、規模が大き

くなるほど税務・法務部門への投資が可能となり、

結果として税負担削減行動が促進されるという予

測と一致する。

　他方、中小法人の結果については、税制上の優

遇措置の影響がはっきりと現れており、特に軽減

税率の影響が大きいと考えられる。年度によって

差異はあるが、例えば、2009 年 4 月に開始した

事業年度では、法人税率は 30% であるところ、

中小法人では年間 800 万円以下の部分は 18% に

軽減されている。表 8 の売上高自然対数の係数が

有意に正であることから、売上高が大きくなれば

表 7　税負担削減行動の決定要因分析：全体企業［11,850 社］

切片 売上高自然対数 売上高成長率 総資産事業利益率 負債比率 運転資金 修正済 R2

0.178***
(8.240)

0.014***
(11.396)

-0.029***
(-5.348)

-0.620***
(-11.187)

0.087***
(9.634)

0.029**
(2.801) 0.034

　White 検定により不均一分散に対処済
　† p<.10, *p<.05,**p<.01,***p<.001

表 8　税負担削減行動の決定要因分析：中小法人 ( 資本金 1 億円以下 )［11,226 社］

切片 売上高自然対数 売上高成長率 総資産事業利益率 負債比率 運転資金 修正済 R2

0.202***
(8.680)

0.013***
(9.128)

-0.026***
(-4.775)

-0.611***
(-10.969)

0.086***
(9.444)

0.031**
(2.955) 0.030

 　White 検定により不均一分散に対処済
　† p<.10, *p<.05,**p<.01,***p<.001

表 9　税負担削減行動の決定要因分析：大法人 ( 資本金 1 億円超 )［624 社］

切片 売上高自然対数 売上高成長率 総資産事業利益率 負債比率 運転資金 修正済 R2

0.641***
(5.886)

-0.012*
(-2.139)

-0.080***
(-2.696)

-0.805**
(-2.456)

0.177***
(3.386)

0.037
(0.633) 0.057

　White 検定により不均一分散に対処済
　† p<.10, *p<.05,**p<.01,***p<.001
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なるほど ETR は上昇している。つまり、所得に

占める軽減税率部分の割合が小さくなることが分

かる。さらに、中小法人は多少規模が大きくなっ

ても税務・法務部門への投資は限定的に成らざる

を得ず、大企業のような税負担削減行動をするま

ではいかないことが推測される。加えて、規模が

大きくなるほど税務署に注目されやすくなるため、

税負担削減行動を行いにくいのではないかと考え

る。

　さらに、ETR と資金繰りの関係に着目すると、

中小法人では 1% 水準で有意な正の関係があるこ

とが確認されたにもかかわらず、大法人ではその

ような関係は確認できなかった。これは、中小法

人では税負担削減行動に資金繰りの影響が及ぶ一

方で、大法人ではさほど影響しないことを示唆し

ている。

Ⅶ．結論及び今後の課題

　近年、企業の税負担削減行動による課税逃れが

国際的な社会問題になっている。実際、上場企業

に関する実証研究は多いけれども、非上場企業に

関する実証研究の蓄積はほとんどない。そこで、

本稿では日本の非上場企業における税負担削減行

動の実態を調査した。第 1 に、日本の非上場企業

の税負担削減行動の水準を測るため、ETR の分

布を検証した。第 2 に、税負担削減行動の決定要

因の調査を行った。その際、大法人と中小法人に

区分して比較した。

　まず、第 1 の分析の結果、実質的な繰越欠損金

の影響を排除する前の ETR の分布では、ETR が

0% 付近の企業の集団が相当数存在したにもかか

わらず、排除した後では、5 年及び 10 年分布に

おいて ETR が 0% 付近の企業の集団は見られな

くなった。これにより、企業が繰越欠損金の繰越

控除制度の適用を受けていることが推測される。

また、実質的な繰越欠損金の影響を取り除くと、

1 年分布の ETR は、5 年及び 10 年分布より低い

ことが判明した。これは、非上場企業が税法の規

定を重視し、1 年ごとに税負担削減効果が現れる

優遇税制を適用している証左といえる。また、優

遇税制の適用を受けていない大法人と、適用を受

けている中小法人に区分した分布を見ると、明ら

かに中小法人の方が ETR の水準は低い。これは

中小法人が優遇税制の恩典をいかんなく受けてい

る証拠である。

　第 2 の分析である税負担削減行動の決定要因を

調査するための重回帰分析では、先行研究と同様

に、税負担削減行動は、規模、成長性、収益性、

負債比率の影響を受けていることが確認された。

しかし、中小法人では規模要因は必ずしも税負担

削減行動と負の関係にならないことが判明した。

また、先行研究では分析されていない資金繰りに

ついても確認した。その結果、大企業では資金繰

りが税負担削減行動の決定要因となっていない一

方で、中小法人では有意な決定要因となっている

ことを明らかにした。この結果は、中小法人に関

する制度議論や研究においては、単に規模や収益

性、成長性に注目するだけではなく、資金繰りが

税負担削減行動に及ぼす影響を考慮すべきことを

示唆している。

　本稿の貢献は次の 2 点である。第 1 に、法人課

税制度に対して、繰越欠損金制度や中小法人優遇

税制の影響の大きさを示したことである。現在、

繰越欠損金制度については繰越期間を伸ばすかわ

りに控除額を制限する議論がなされている。図 1
及び図 2 の ETR の分布から分かるように、繰越

欠損金制度を利用していることが推測される法人

はかなり存在しており、その改正の影響を受ける

企業は多く、税収や企業経営に与える影響も大き

い。また、中小法人への優遇税制の影響は図 3 及

び図 4 の分布から明らかであり、その企業数から

鑑みても影響力は大きい。第 2 に、中小法人に関

する制度議論や研究では、単に規模や収益性、成

長性に注目するだけではなく、表 8 の結果より資

金繰りにも十分に注目すべきであることを指摘し

た。

　今後の課題として、次の 3 点を挙げる。第 1 に、

先行研究の奥田・山下（2011）では、制度特性と

して税制による影響が大きい試験研究費、海外売

上高、償却対象有形固定資産といったデータを用

いて、より多面的な分析を行っている。非上場企

業でも限られてはいるが償却費のデータが入手可

能であるため、償却費を税負担削減行動の決定要
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因に加えた分析を行うことである。第 2 に、奥田・

山下（2011）では、産業の違いが長期カレント

ETR の水準に影響を与えていることを明らかに

しているので、非上場企業についても産業ごとの

分析を行うことである。第 3 に、本稿で用いた

ETR は法人税等調整額を加味しているため、一

時差異の影響を取り除いている。先行研究のよう

に一時差異の影響を含んだ、カレント ETR を用

いた分析を行うことである。

　会計基準の国際化に伴い、会計利益と課税所得

計算を結びつけている確定決算主義を見直すべき

との議論が起こっている。確定決算主義の見直し

が企業の税負担削減行動に及ぼす影響を、上場企

業及び非上場企業の観点から長期的に検証したい。
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